
 

申請状況の照会・内容の修正・取下げ 
 

 給食施設栄養管理報告書を届出後、下記の手順で申請した内容を確認できます。 

 また、間違った内容で申請をしてしまった場合には、申込内容の修正、取下げを行うこと

ができます。 

 
① 「給食施設栄養管理報告書の提出について」のページ（画面１）を開き、「e-kanagawa電子申請

（給食施設栄養管理報告書）のページはこちらからアクセス」を選択してください。 

（画面１） 

② 「手続き説明」のページ（画面２）が開きますので、「申込内容照会」を選択してください。

 
（画面２） 



 

③ 申込照会ページ（画面３）が開きますので、整理番号・パスワードを入力していただき、「照会

する」を選択してください。 

※ 整理番号・パスワードは、最初に届出した際の申込完了画面または申込完了通知メールに記載

されています。 

 
（画面３） 
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次のページに続きます 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

④ 申込内容照会ページ（画面４）が開きますので、申込内容及び現在の処理状況の確認ができます。 

また、画面下記より、申込内容の修正、取下げができます。 

 

※申込内容の修正・取下げ 

 処理状況が「処理待ち」もしくは「返却中」の場合に限り、申請者は申込内容の修正、取下げをす

ることができます。受理処理後の修正、取下げはできませんのでご注意ください。 

 受理処理後の修正等については、提出先の各保健福祉事務所及びセンターへお問合せ下さい。 

  

 
 

（画面４） 

 

給食施設栄養管理報告書の届出 

総務課長 


